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２　税 務 の し く み
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(１) 部内事務の連絡調整に関すること。

(２) 税務に係る連絡調整に関すること。

(３) 税務行政に係る企画及び調整に関すること。

(４) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(５) 税務制度の調査研究及び税務諸統計に関すること。

(６) 納税貯蓄組合に関すること。

(７) 課内、市民税課(税務室(室)を除く。)、固定資産税課及び納税課の庶務に関すること。

(１) 個人の市民税の賦課等に関すること。

(２) 法人等の市民税に関すること(徴収事務を除く。)。

(３) 市たばこ税に関すること(徴収事務を除く。)。

(４) 入湯税に関すること(徴収事務を除く。)。

(５) 事業所税に関すること(徴収事務を除く。)。

(６) 軽自動車税の賦課等に関すること。

(７) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税の申告並びに課税標識、課税外標識及び試乗標識の交付等
（交付、再交付及び返納をいう。次項において同じ。）に関すること。

(８) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(９) 市税に関する証明に関すること。

(10) 住宅用家屋証明に関すること。

(11) 市税の賦課等に係る企画及び調整に関すること(固定資産税課の所管に属するものを除く。)。

(12) 税務室(室)に関すること。

(１) 市税に関する証明に関すること。

(２) 住宅用家屋証明に関すること。

(３) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る軽自動車税の申告並びに課税標識及び課税外標識の交付等並びに試乗標
識の返納に関すること。

(４) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(５) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(６) 固定資産課税台帳並びに土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧に関すること。

(７) 個人の市民税の申告に関すること。

(８) 市税の相談に関すること。

(１) 固定資産税の賦課等に関すること。

(２) 都市計画税の賦課等に関すること。

(３) 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(４) 固定資産課税台帳並びに土地名寄帳及び家屋名寄帳の閲覧に関すること。

(５) 特別土地保有税に関すること（徴収事務を除く。）。

(６) 国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

(７) 固定資産税及び都市計画税の賦課等に係る企画及び調整に関すること。

(１) 市税の徴収に関すること。

(２) 市税の督促及び滞納処分に関すること。

(３) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(４) 市税の徴収の嘱託に関すること。

(５) 市税の口座振替等納税推進に関すること。

(６) 特別滞納対策室(室)に関すること。

(１) 市税(滞納額が高額なもの及び滞納整理が困難なものに限る。)の徴収に関すること。

(２) 市税(滞納額が高額なもの及び滞納整理が困難なものに限る。)の督促及び滞納処分に関すること。

※令和７年４月１日時点

　特別滞納対策室（室）

１　税務事務分掌

　税制課

　市民税課

　東税務室、西税務室、南税務室、北税務室（室）

　固定資産税課

　納税課
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２　税務職員数
（単位：人）

職 名

　所属部署

1 1

1 1 2 4

4 4

1 1

1 1 1 3

0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 6 0 12

1 1 8 10

2 1 3

5 5

2 5 7

1 1 7 9

1 1 13 15

1 2 3 6

1 4 5

3 3

1 1 3 2 7

1 1 1 2 5

1 1 1 2 5

1 1 2 2 6

0 1 0 1 0 0 4 11 4 19 46 0 86

1 1 4 6

1 1 5 7

2 4 6

1 3 2 6

1 1 3 5

1 4 5

2 4 6

1 2 5 8

1 2 4 7

1 4 5

0 0 1 1 0 0 0 4 5 15 35 0 61

1 1 9 11

2 5 7

1 1 4 6

1 4 12 17

1 1 1 3 2 8

0 1 0 0 1 1 0 10 3 10 23 0 49

1 2 2 3 1 1 4 27 13 45 110 0 209

※　主幹は主査を一部兼務しており、上位の職名で計上している。

※  政策監は主幹に計上している。

※  再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

※  総務省に出向中の税制課主事１名を含む。
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税 制 班

企 画 班

計

 市民税課

市 民 税 総 務 班

市 民 税 第 一 班

市 民 税 第 二 班

法 人 課 税 班

軽 自 動 車 税 班

市 民 税 管 理 班

証 明 班

東 税 務 室

西 税 務 室

南 税 務 室

北 税 務 室

 固定資産税課

徴 収 第 一 班

固 定 資 産 税 管 理 班

土 地 第 一 班

土 地 第 二 班

土 地 第 三 班

家 屋 第 一 班

家 屋 第 二 班

家 屋 第 三 班

償 却 資 産 班

固 定 資 産 税 総 務 班

※　令和７年４月１日時点による。

計

合計

計

 納税課

管 理 収 納 班

徴 収 第 二 班

特 別 滞 納 対 策 室
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３　税務職員の税務経験年数

（単位：人）

税制課 市民税課 東税務室 西税務室 南税務室 北税務室
固定資産
税課

納税課
特別滞納
対策室

計

１ 年 未 満 1      12     -      -      2      1      6      3      2      27     

１年以上３年未満 4      21     1      1      -      -      14     12     2      55     

３年以上５年未満 1      10     -      1      -      2      13     5      1      33     

５年以上７年未満 4      10     3      1      2      -      12     9      -      41     

７年以上９年未満 -      3      1      1      1      1      7      4      -      18     

９年以上 11年未満 -      2      -      1      -      -      1      1      1      6      

11年以上 13年未満 2      1      -      -      -      1      2      1      1      8      

13年以上 15年未満 -      1      1      -      -      -      2      2      -      6      

15 年 以 上 1      3      1      -      -      1      4      4      1      15     

平均年数(年－月) 5－9 3－8 7－5 5－7 3－4 7－4 5－2 5－8 6－1 5－0

※　税制課には税務部長を含む。

※　再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

４　税務職員の職員経験年数

（単位：人）

税制課 市民税課 東税務室 西税務室 南税務室 北税務室
固定資産
税課

納税課
特別滞納
対策室

計

３ 年 未 満 1      15     1      -      1      1      13     9      1      42     

３年以上５年未満 -      5      -      -      -      -      3      1      -      9      

５年以上 10年未満 4      9      -      -      1      1      9      5      1      30     

10年以上 15年未満 2      5      1      -      -      -      5      -      1      14     

15年以上 20年未満 1      1      1      -      -      -      6      4      1      14     

20年以上 25年未満 1      6      2      2      -      1      4      3      -      19     

25年以上 30年未満 1      7      -      -      1      -      6      5      1      21     

30年以上 35年未満 3      12     1      2      1      1      10     11     3      44     

35 年 以 上 -      3      1      1      1      2      5      3      -      16     

平均年数(年－月) 16－5 15－8 20－3 28－7 21－9 22－9 16－1 18－10 19－7 17－6

※　税制課には税務部長を含む。

※　再任用職員及び会計年度任用職員を除く。

※　令和７年４月１日時点による。

※　令和７年４月１日時点による。
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